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明けましておめでとうございます。 
財産承継コンサルタント／行政書士の鉾立です。 

昨年 2021 年のトピックを振り返ると、次のような出来事がありました。

●息子から「とーちゃん」と呼ばれるようになる 
●仕事のオンライン・デジタル化が定着 
●運動再開（少しずつ） 

そして今年、2022 年は、次のことにチャレンジしようと思います。 

●子連れ家族旅行（今年こそは…！） 
●事業＆投資技術の研鑽 
●仕事の生産性向上の追求 and more... 

本年もどうぞ宜しくお願いいたします！（QR コードから画像付きブログもぜひ！） 

『信用金庫職員様の声』 

■「家族だけでは解決できないような問題があると

き、家族間の橋渡しをされるのが、先生の一番の力

の出しどころじゃないでしょうか」（杉並区 信用

金庫 T.I 様 31 歳） 

――貴金庫のスタンスと、あなたの仕事のスタンス

について教えてください。 
（代償金の支払いのために借りた資金の返済を目的

とする、義親子間の土地・建物（古アパート）売買

サポート） 

集金でお客さんのところにお邪魔していると、融

資のご相談を多く受けます。 

＊web でバックナンバーをご覧いただけます。≫  鉾立 事務所  検索 
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そのような困っているお客さんの問題解決が我々

の仕事だと思っています。 

――今回の案件のポイントについてお聞かせくださ

い。 

親子間の不動産売買でしたので、特殊な案件だっ

たと思います。 

進めるにあたって、売主・買主のメリットを考え

ました。 

売主様（父）としては、代償金や弁護士費用など

の債務を返済したい。そして不動産を娘様に残した

い。 

義息様が購入することで、これらを解消すること 
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財産承継の成功事例から学ぶニュースレター 

財産承継 
サポート通信

— 円満な財産承継と、財産承継支援につながる情報をお届けします — 

※2022 年 1 月現在、都内を中心に 7 金融機関・59 店に紙媒体のニュースレターをお届けしています。
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――無事、1500 万円の融資が実行されました。 

良いお客様をご紹介いただきましてありがとう

ございました。 

こちらのお願いに対して、すごく早く動いて資

料を揃えていただき、お客さんにヒアリングもし

ていただいて助かりました。 

――どんな方が当事務所の機能を活用すると良い

と思いますか？ 

家族だけでは解決できないような問題があると

き、家族間の橋渡しをされるのが、先生の一番の

力の出しどころじゃないでしょうか。 

行政書士 鉾立榮一朗事務所は、法律手続きの助言・提案・代行を通じ、

お客様の“ハッピーな将来を実現する”お手伝いをしております。 

＜主要業務＞ 
■ 個人のお客様 
  遺産相続  遺言書作成  生前贈与  親族間売買 
  貸地･借地   家庭の資金繰りサポート  成年後見 
■ 法人のお客様 
  会社･法人設立 営業許認可手続 資金調達･資金繰り 
  契約書作成  事業承継計画サポート  借入金整理 
■ 中小企業向け 経営アドバイザー ＆ 財産コンサルティング 

◎社内研修、顧客向け講演会・セミナー等の講師 
についてもお気軽にご相談ください。 

「マニャーナの法則」とは、「明日まで待てない

ほど、緊急な仕事はない」という考え方のこと。 

「1 日に発生する仕事を集めて、必ず次の日にや

る」。つまり、常に仕事に 1 日分の「バッファー・

ゾーン」を設ける、という考え方になります。 

言われてみれば、「今日発生した仕事のお陰で、

今日の予定が狂ってしまった」、なんて経験がある

人がほとんどなんじゃないでしょうか。 

組織の中で働いていると、自分が立てた予定ど

おりに仕事を進めるのはなかなか難しいと思いま

す。そんな方でも、本書を読めば、きっと改善の

ヒントが得られると思います。 

ピンときたら、ぜひ手に取ってみてください。 

（毎度息子の話ネタで恐縮ですが...）昨年末のク

リスマスに、2 歳の息子におもちゃをプレゼント

したときのこと。寝静まってからベッドの脇にプ

レゼントをそっと置き、朝起きると同時にスマホ

のカメラをオン。事の成り行きを動画に残しまし

た。「え？え？うわああ！」となかなか良いリアク

ションでした(笑)。息子が大きくなってから、本

人と一緒に動画を見返すのが今から楽しみです。 
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ができます。 

売買代金で完済できない部分については、別

途、ご融資の提案ができると考えました。 

買主様（義息）のメリットとしては、何より

も、自宅が手に入ります。 

買主様は、独立してまだ 3 年と個人事業主とし

ての期間は短いですが、利益は出されている。 

それに、今年の収入については（契約ベース

で）増額が見込める。 

売主・買主相互にメリットがある、という組み

立てで審査を進めさせていただきました。 

『仕事に追われない仕事術マニャーナの法則・完

全版』 

          今回ご紹介するのは、私に

とって、仕事のやり方を根本

的に見直すほど衝撃的な本だ

ったこちらの書籍、『仕事に

追われない仕事術マニャーナ

の法則・完全版』です。 

          著者は、主に企業幹部・個

人事業主を対象に、仕事の能

率に関する独自のコーチング 
を行う、英国のビジネス・コ

ーチ。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

＜サポート事例＞ 
つづき↓ 

＜編集後記＞ 

＊送付先の変更をご希望の場合は、お気軽に当事務所までご一報ください！ 

9:00～20:00
土日祝休

お気軽に 

ご連絡ください! 

宅地建物取引業免許 東京都知事（2）第 94647 号

□財産の問題で困っている 

□経営の問題で困っている 

□お客様の問題解決の支援をしたい 

ネットからも本紙を
⾒ることができます。 

詳しくはこちら ➡ 

または、「サポート通信オンライン」で検索 
https://hokodate-jimusyo.com/news.html

 

＜書籍紹介＞ 


